
議案第49号 

   財産の取得について 

 次のとおり財産を取得したいから、一関市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成17年一関市条例第43号）第３条の規定により、議会の議決を求

める。 

  令和８年６月26日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁 

１ 取 得 の 目 的  スクールバス用車両 

２ 取 得 の 相 手 方  岩手県西磐井郡平泉町平泉字高田前105番地１ 

岩手三菱ふそう自動車販売株式会社一関営業所 

所長 佐 藤  勲 

３ 財産の種別及び数量  マイクロバス ２台 

４ 取 得 価 格  22,990,000円 
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財産の取得の理由等 

１ 財産の取得の理由 

厳美小学校及び藤沢小学校に配備しているスクールバス２台を老朽化により更新しよ

うとするものである。 

２ 仕様 

 寸法 

  ア 全 長   6,990ｍｍ以下 

  イ 全 幅   2,080ｍｍ以下 

  ウ 全 高   2,800ｍｍ以下 

 乗車定員   27～29人 

３ 配備先 

厳美小学校 １台 

  藤沢小学校 １台 
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